
相 続 税 法
本試験問題 TAC予想問題

〔第一問〕⑵
　次の［設例］に基づき、以下の［問］に答えなさい。
　［設例］
　�　被相続人甲は、令和７年５月２日に死亡した。相続人は、配偶者
Ａ、子Ｂ及び子Ｃの３人であり、柑続人は全員同日中にその事実を
知った。被相続人甲の財産は、被相続人甲、配偶者Ａ及び子Ｂの居
住の用に供されていた家屋（相続開始時の時価１億円。床面積
200m2）及びその敷地（相続開始時の時価３億円。地積300m2）並
びに更地（相続開始時の時価２億円。地積200m2）であった。なお、
相続税の申告期限までに遺産分割の協識が成立する見込みはない。
　�　また、相続開始直前において、配偶者Ａ及び子Ｂは、被相続人甲
と生計を一にしており、引き続き当該家屋を居住の用に供する予定
である。相続人のいずれの者も、日本国籍を有しており、日本国外
に住所を有していたことはなく、相続開始後に上記の財産を売却す
る予定もない。
　［問］
　⑴�　相続により取得した財産が相続人間で分割されていない場合の
相続税の申告手続の概要と、その趣旨について説明しなさい。

　⑵�　上記⑴の申告手続の後に遺産分割が行われ、配偶者Ａが配偶者
居住権（相続開始時の時価5,000万円）及びその敷地利用権（相
続開始時の時価１億円）を、子Ｂが家屋及びその敷地を、子Ｃが
更地を取得した。

　　�　この場合における、配偶者Ａ、子Ｂ及び子Ｃのそれぞれの相続
税の申告手続について、関連する相続税法の条文に触れつつ説明
しなさい。なお、相続税の課税価格の計算の特例及び税額控除を
考慮する必要はない。

●実力完成答練　第６回〔第一問〕問２
　問２
　�　次の設例に基づき、相続税の期限内申告後に配偶者乙、子Ｄ及び
子Ｅがとれる相続税の是正手続について、関連する条文に触れつつ
説明しなさい。なお、納付に関する事項については、考慮する必要
はない。

　　［設例］
　　�　被相続人丙（日本国籍）は、東京都Ｘ市に住所を有していたが、
令和７年２月20日に死亡した。相続人は配偶者乙、子Ｄ及び子Ｅ
の３人であり、相続を放棄した者はいない。相続税の申告期限ま
でに遺産の全部につき分割協議が調わなかったことから、相続税
法第55条の規定に基づき、令和７年12月18日、相続税の期限内申
告を行った。

　　�　その後、令和８年１月25日に遺産分割の協議が成立した。各財
産取得者の相続税の課税価格及び納付税額は、以下のとおりであ
る。

相続人
分割前 分割後

課税価格 納付税額 課税価格 納付税額
配偶者乙 １億円 1,350万円 １億円 ０円
子　Ｄ 5,000万円 675万円 7,000万円 858万円
子　Ｅ 5,000万円 675万円 1,000万円 110万円

　　　（注�） 分割後において、配偶者乙は相続税法第19条の２「配偶
者に対する相続税額の軽減」、子Ｅは租税特別措置法第69条
の４「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の
特例」の適用をそれぞれ受けている。

〔第二問〕問１
　２�　被相続人甲の相続人等の状況は、次に図示するとおりである。

●実力完成答練　第１回〔第二問〕
　２�　被相続人甲の相続人等の状況は、次に図示するとおりである。

被相続人甲

配偶者乙

養子Ｃ

亡子Ａ

子Ｂ

孫Ｅ

孫Ｄ

孫Ｃ

妻Ａ'

夫Ｂ'

子Ａ

子Ｂ（昭和55年６月12日生）

養子Ｄ

配偶者乙

被相続人甲

養子Ｆ

養子Ｅ

（平成21年10月８日生）

子Ｃ

孫Ｅ

孫Ｆ

妻Ａ'

夫Ｃ'

路線価200千円（普通商標・併用住宅地区）

0.5m

15m

建物建築の際の
敷地の境界線

区分地上権が設定
されている部分

宅地Ｉ
（360㎡）

路
線
価
100
千
円（
普
通
住
宅
地
区
）

24m

路線価 700千円

： 将来、家屋の建
 替え時等に道路
 敷きとして提供
 しなければなら
 ない部分（12㎡）
 である。

： 区分地上権が設定されている部分（80㎡）である。
 区分地上権の割合は30%

200千円

18m

150千円

15m

幅員
6m

11m

幅
員
２
ｍ

路
線
価 

400
千
円

 

1m

1m

2m

100千円 10m
空家Ｋ
150㎡

宅地Ｊ　198㎡

被相続人甲

配偶者乙

養子Ｃ

亡子Ａ

子Ｂ

孫Ｅ

孫Ｄ

孫Ｃ

妻Ａ'

夫Ｂ'

子Ａ

子Ｂ（昭和55年６月12日生）

養子Ｄ

配偶者乙

被相続人甲

養子Ｆ

養子Ｅ

（平成21年10月８日生）

子Ｃ

孫Ｅ

孫Ｆ

妻Ａ'

夫Ｃ'

路線価200千円（普通商標・併用住宅地区）

0.5m

15m

建物建築の際の
敷地の境界線

区分地上権が設定
されている部分

宅地Ｉ
（360㎡）

路
線
価
100
千
円（
普
通
住
宅
地
区
）

24m

路線価 700千円

： 将来、家屋の建
 替え時等に道路
 敷きとして提供
 しなければなら
 ない部分（12㎡）
 である。

： 区分地上権が設定されている部分（80㎡）である。
 区分地上権の割合は30%

200千円

18m

150千円

15m

幅員
6m

11m

幅
員
２
ｍ

路
線
価 

400
千
円

 

1m

1m

2m

100千円 10m
空家Ｋ
150㎡

宅地Ｊ　198㎡



〔第二問〕問１ ３
　⑶�　宅地Ｉ（360m２）は、配偶者乙に遺贈する。
　　�　宅地Ｉは、三大都市圏にある路線価地域に所在し、その地形等
は次のとおりである。

　　�　宅地Ｉは、アスファルト舗装をして令和元年から被相続人甲の
営む月極貸駐車場の敷地の用に供しており、配偶者乙は、相続開
始後に駐車場業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで引き続き所有
し、その用に供している。

　　�　なお、宅地lは、建築基準法第42条第２項に規定する道路に面
しており、家屋の建築の際には同法の規定に基づき敷地の境界線
を後退させなければならない。また、地積360m２のうち50m２には、
丙市によって下水道管施設を目的として区分地上権が設定されて
いる。

●実力完成答練　第６回〔第二問〕４
　⑺�　「宅地Ｋ（165m２）は子Ａへ遺贈する。」
　　�　この宅地は、相続開始日現在、被相続人甲所有の貸家の敷地と
して利用されている。

　　�　この宅地は、路線価地域（普通商業・併用住宅地区） に所在し、
その地形等は次のとおりである。

●直前対策講義　第５回　補助問題　３
　⑴�　宅地Ｊは、配偶者乙に遺贈する。
　　�　宅地Ｊは、路線価地域（普通商業・併用住宅地区） に所在し、

その地形等は次のとおりである。この宅地の一部には、区分地上
権が設定されている。

〔第二問〕問１
　６�　被相続人甲に関する生命保険契約は、次のとおりである。生命
保険契約は、いずれも日本国内に本店のある生命保険会社との契
約である。

　　�　なお、保険契約者、被保険者及び保険金受取人については、契
約当初から変更された事実はない。
区分 Ｌ生命保険契約 Ｍ生命保険契約 Ｎ生命保険契約
保険契約者 被相続人甲 被相続人甲 被相続人甲
被保険者 被相続人甲 子Ｂ 被相続人甲
保険料負担者 被相続人甲　1/2

亡子Ａ　　　1/2
被相続人甲 被相続人甲

保険金受取人 孫Ｄ 孫Ｅ 養子Ｃ
保険金額 20,000,000円 10,000,000円 年1,000,000円
支払済保険料 18,000,000円   9,000,000円 　8,800,000円

　　（注１）� Ｌ生命保険契約の保険金額は契約上の死亡保険金額であ
り、保険料は全額前払いで支払っている。なお、亡子Ａの
相続の際に、被相続人甲は生命保険契約の権利を遺贈によ
り取得したものとみなされているものとする。

　　（注２）� Ｍ生命保険契約の保険料は、全額前払いで支払っており、
相続開始時において、Ｍ生命保険契約を解約するとした場
合に支払われることとなる解約返戻金の額は、2,500,000円
である。なお、この生命保険契約の契約者の地位は、遺言
により孫Ｅが引き継ぐこととなった。

　　（注３）� Ｎ生命保険契約の保険金額1,000,000円は、10年間定期金
により給付されるものの１年分の給付額である。

　　　　　�　なお、相続開始時において解約した場合に支払われるこ
ととなる解約返戻金は9,200,000円であり、一時金の給付を
受けるとした場合の一時金の額は9,250,000円である。また、
予定利率による10年の複利年金現価率は、9.222である。

●実力完成答練　第３回〔第二問〕６
　⑴�　被相続人甲に関係する生命保険契約は次表のとおりである。

区　　分 Ｒ生命保険 Ｓ生命保険 Ｔ生命保険
保険契約者
被保険者
保険料負担者

保険金受取人
保険金額
払込済保険料

被相続人甲
被相続人甲

被相続人甲全額

配偶者丙
4,5000,000円
30,000,000円

配偶者丙
被相続人甲
被相続人甲 1/2
配偶者丙　 1/2
配偶者丙
10,000,000円
6,000,000円

被相続人甲
被相続人甲
被相続人甲 2/3
亡先妻乙　 1/3
孫　Ｆ
年 600,000円
12,000,000円

　（注）� Ｔ生命保険契約は、保険金受取人の生存中、令和７年５月31
日を１回目として毎年５月31日に支払われる定期金であるが、
令和26年５月31日までに支払われる保険金は、契約により保険
金受取人が死亡した場合であっても、その受取人の親族に支払
われることとなっている。なお、定期金に代えて一時金で支給
を受けるとした場合の金額は9,000,000円であるが、保険金受取
人の孫Ｆは、定期金で支給を受けることとした。

〔第二問〕問１ ３
　⑷�　構築物は、配偶者乙に遺贈する。
　　�　構築物（アスファルト舗装）は、上記⑶の宅地Ｉの上に存する
ものであり、評価に必要な事項は次のとおりである。

　　イ　取得価額� 5,000,000円
　　ロ　�課税時期においてその財産を新たに建築するために
　　　要する費用の額� 5,900,000円
　　ハ　課税時期においてその財産をその財産の現況により
　　　取得する場合の価額� 4,800,000円
　　ニ　取得の時から課税時期までの期間の償却賞の額の合計額
� 1,700,000円

●実力完成答練　第３回〔第二問〕３
　⑶�　宅地Ｏ（200㎡）及びその上に存する構築物（アスファルト）は、
孫Ｅに遺贈された。

　　�　構築物（アスファルト）の評価に必要な資料は以下のとおりで
ある。

　　①�　課税時期において新たに建築するために要する
　　　費用の額の合計額� 3,170,000円
　　②　建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額
� 480,000円
　　③　取得価額� 2,620,000円
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〔第二問〕問１ ３
　⑺�　一般動産のうち、自動車（売買実例価額679,000円） は、養子Ｃ
に遺贈する。

　　�　また、家庭用財産（時価1,000,000円）は、配偶者乙に遺贈する。
なお、この中には、日常礼拝の用に供している仏壇300,000円が
含まれている。

●直前予想答練　第１回〔第二問〕３
　⑼�　家庭用財産（時価8,858,000円） は、配偶者乙へ遺贈する。
　　　なお、この中には仏壇3,000,000円が含まれている。

〔第二問〕問１
　４�　相続開始時における被相続人甲に係る債務等は、次のとおりで
あり、全て配偶者乙が負担した。

　　⑴　未納公租公課　　　　1,262,000円
　　　�　なお、この中には、被相続人甲の令和７年分の準確定申告の

所得税及び復興特別所得税（400,000円）とその延滞税（3,000円）
が含まれている。

　　⑵　遺言執行費用　　　　   800,000円

●直前予想答練　第１回〔第二問〕
　５�　被相続人甲に係る債務は次のとおりであり、下記への未払金は
甥Ｄが、それ以外はすべて配偶者乙が負担した。

　　イ�　令和７年分所得税（令和７年９月３日に被相続人甲の
　　　相続人は、甲の令和７年分の所得について準確定申告書を
　　　提出している。）� 750,000円
　　ロ　令和７年度住民税� 400,000円
　　ハ　令和７年度固定資産税及び都市計画税� 1,500,000円
　　ニ　相続登記に要した登録免許税� 300,000円
　　ホ�　民法第885条の規定により相続財産から支弁する
　　　こととされている本件遺言の執行費用� 4,500,000円


